
あ
な
た
の﹁
声
﹂を

お
聴
か
せ
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
E
メ
ー
ル

　
「
市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
E
メ
ー

ル
」は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
日
ご
ろ
感

じ
て
い
る
市
政
に
対
す
る
提
言
・
要

望
・
意
見
な
ど「
生
の
声
」を
幅
広
く
お

聴
き
し
、
今
後
の
市
政
に
反
映
さ
せ
て

い
く
た
め
の
制
度
で
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
担
当
課
で
協

議
し
た
上
で
市
長
に
報
告
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
回
答
を
希
望
す
る
人
に
は
、
市

長
名
で
書
面
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
回

答
し
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

意
見
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
市
の
回
答

と
併
せ
て
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
市
長
へ

の
メ
ー
ル
Q
＆
A
」に
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す（
無
記
名
）。

市
長
へ
の
手
紙

　

市
役
所
な
ど
市
の
公
共
施
設
に
所
定

の
用
紙（
受
取
人
払
い
）を
置
い
て
い
ま

す（
今
号
に
も
折
り
込
み
）。
任
意
の
は

が
き
・
封
書
を
利
用
す
る
場
合
は「
市

長
へ
の
手
紙
」と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
F
A
X

　

市
内
か
ら
で
あ
れ
ば
無
料
で
す（
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
は
有
料
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

0
1
2
0
‐
8ハ
ロ

ー

で

つ

な

ぐ

6
0
‐
2
7
9

市
長
へ
の
E
メ
ー
ル

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http

：//w
w

w
. 

city.narita.chiba.jp

）の「
市
長
へ
の

電
子
メ
ー
ル
」か
ら
送
信
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
際
に

は
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
な
ど
を

忘
れ
ず
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入

が
な
い
場
合
は
、
参
考
意
見
と
し
て
扱

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民
相
談

室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

　

が
け
崩
れ
は
、
斜
面
が
突
然
崩
れ
落

ち
る
災
害
で
、
大
雨
・
長
雨
・
地
震
に

よ
り
、
地
面
が
緩
ん
だ
と
き
に
発
生

し
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド
も
速
く
、
崩
れ
た

土
砂
が
、
斜
面
の
高
さ
の
2
〜
3
倍
も

離
れ
た
所
ま
で
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
市
で
は
、
危
険
な
が
け
地
に
擁
壁

を
設
け
た
り
、
の
り
面（
傾
斜
地
）を
整

備
し
た
り
す
る
人
に
対
し
て
補
助
を
し

て
い
ま
す
。

対
象
事
業
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の（
宅
地
造
成
事
業
や
宅
地
分

譲
事
業
の
一
つ
と
し
て
の
整
備
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

◦
高
さ（
垂
直
）が
5
m
以
上
、
傾
斜
度

が
30
度
以
上
の
が
け
地
の
整
備

◦
崩
壊
し
て
住
居
に
著
し
い
被
害
を
及

ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
が
け
地
の
整
備

補
助
額
＝
5
0
0
万
円
を
限
度
に
、
事

業
費
の
半
額

　

補
助
を
受
け
る
に
は
手
続
き
が
必
要

で
す
。
着
工
す
る
前
に
土
木
課
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5
5 

0
︶へ
。

　

市
で
は
、
飲
料
用
と
し
て
使
用
し
て

い
る
井
戸
水
か
ら
硝
酸
性
窒
素
お
よ
び

亜
硝
酸
性
窒
素
な
ど
が
基
準
値（
左
表
）

を
超
え
て
検
出
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら

を
除
去
す
る
た
め
の
浄
水
器
を
設
置
す

る
世
帯
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
15
万
円
を
限
度
に
、
浄

水
器
の
購
入
・
設
置
費
の
2
分
の
1
で

す
。
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、

浄
水
器
の
購
入
・
設
置
前
に
、
申
請
書

の
提
出
な
ど
の
手
続
き
と
、
そ
の
審
査

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
対
象
物

質
を
除
去
で
き
る
浄
水
器
は
、
逆
浸
透

膜
方
式
な
ど
で
す
。
上
水
道
が
整
備
さ

れ
て
い
る
地
区
の
人
は
、
補
助
金
の
交

付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

　

市
で
は
、
土
砂
の
搬
入
に
よ
る
埋
め

立
て
、
盛
り
土
、
堆
積
行
為
や
搬
入
土

砂
の
土
質
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を

行
っ
て
い
ま
す
。
自
然
環
境
や
生
活
環

境
の
保
全
と
災
害
発
生
の
未
然
防
止
、

住
民
の
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活

の
確
保
の
目
的
か
ら「
成
田
市
土
地
の

埋
立
て
等
及
び
土
砂
等
の
規
制
に
関
す

る
条
例
」を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
よ
り
、
市
内
で
5
0
0

㎡
以
上
の
埋
め
立
て
な
ど（
一
時
堆
積

を
含
む
）を
行
う
場
合
は
、
条
例
に
定

め
る
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
安

全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
は
、
面
積

を
問
わ
ず
埋
め
立
て
な
ど
に
利
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

対象物質 基準値

硝酸性窒素お
よび亜硝酸性
窒素

10mg/l

以下

ヒ素
0.01mg/l

以下

トリクロロエチ
レン

0.03mg/l

以下

テトラクロロエ
チレン

0.01mg/l

以下

5
0
0
万
円
を
限
度
に

事
業
費
の
半
額
を
補
助

が
け
地
整
備
に
補
助
制
度

土
砂
に
よ
る

土
地
の
埋
立
て
に
適
用

残
土
条
例

浄
水
器
設
置
費
に

補
助
金
が

飲
料
用
井
戸
水
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（
市
役
所
4
階
、
下
総
・
大
栄
支
所
）

※ 

く
わ
し
く
は
市
農
業
委
員
会︵
☎

20
︲
1
5
7
3
︶へ
。

　

わ
た
し
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
い
る
水

道
水
は
、
地
下
水
と
河
川
水
が
水
源
で

す
。

　

水
を
使
う
と
き
は
節
水
を
心
掛
け
、

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

漏
水
に
ご
注
意
を

　

使
用
水
量
が
極
端
に
多
い
と
思
っ
た

ら
、
漏
水
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
。
家
中

の
蛇
口
を
全
部
閉
め
て
も
、
水
道
メ
ー

タ
ー
器
の
星
型
パ
イ
ロ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー

や
1
リ
ッ
ト
ル
針
が
動
い
て
い
た
ら
、

早
急
に
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
連
絡
し
て
修
繕
し
て
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り

使
用
期
間
が
8
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
使
用
期
間
が
満
了
と

な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
順
次

交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
家

庭
や
事
業
所
な
ど
に
、
市
か
ら
の
委
託

を
受
け
た
業
者
が
交
換
作
業（
無
料
）に

伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※ 

く
わ
し
く
は
市
水
道
部︵
☎
22
︲
0 

2
6
9
︶へ
。

　

市
の
公
共
下
水
道
は
、
汚
水
と
雨
水

を
分
け
て
処
理
す
る
分
流
方
式
で
整
備

し
て
い
ま
す
。
汚
水
管
に
大
量
の
雨

水
が
流
れ
込
む
と
ポ
ン
プ
場
の
排
水
能

力
を
は
る
か
に
超
え
、
道
路
上
の
マ
ン

ホ
ー
ル
か
ら
汚
水
が
噴
出
す
る
原
因
に

な
り
周
辺
に
被
害
を
も
た
ら
し
ま
す
の

で
、
汚
水
管
に
雨
水
を
絶
対
に
流
さ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

※ 

く
わ
し
く
は
下
水
道
課︵
☎
20
︲

1
5
5
3
︶へ
。

　

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
は
産
業

廃
棄
物
で
す
。
こ
れ
ら
を
野
焼
き
・
不

法
投
棄
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協

議
会
で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め

に
、
地
区
ご
と
に
回
収
を
行
っ
て
い
ま

す
。
回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
人
は
、

事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
回

収
の
際
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
適
し
た
荷

造
り
ル
ー
ル
を
き
ち
ん
と
守
り
ま
し
ょ

う
。

回
収
対
象
＝
農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
、
農

業
用
廃
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
、
肥
料
袋
・

培
土
袋

※
保
温
マ
ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー
ト
・
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
は
回
収
対
象
外

で
す
の
で
、
産
廃
業
者
な
ど
で
処

理
を
お
願
い
し
ま
す
。
く
わ
し
く

は
農
政
課︵
☎
20
︲
1
5
4
1
︶へ
。

　

市
で
は
、
ご
み
を
指
定
ご
み
収
集
袋

で
分
別
収
集
し
て
い
ま
す
。
決
め
ら
れ

た
収
集
日
の
朝
8
時
30
分
ま
で
に
ご
み

集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

成
田
地
区

　
「
燃
や
せ
る
ご
み
」（
青
袋
）「
ビ
ニ
ー

ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」（
白
袋
）「
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」（
赤
袋
）「
金
物
・

陶
磁
器
類
」（
黄
袋
）に
分
別
し
て
く
だ

さ
い
。「
有
害
ご
み
」は
、
乾
電
池
・
体

温
計
・
温
度
計
・
蛍
光
灯
な
ど
で
、
指

定
袋
が
入
っ
て
い
る
外
袋
か
、
中
身

が
確
認
で
き
る
袋
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。「
粗
大
ご
み
」の
収
集
を
希
望
す

る
人
は
、
い
ず
み
清
掃
工
場（
☎
36
‐

1
6
8
9
）に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

下
総
・
大
栄
地
区

　
「
可
燃
ご
み
」（
緑
袋
）「
ビ
ン
・
カ
ン
」

（
黄
袋
）「
不
燃
ご
み
」（
赤
袋
）「
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
」（
白
袋
）に
分
別
し
て
く
だ
さ

い
。
家
具
類
な
ど
は
、
伊
地
山
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
7
8
‐
59
‐

2
1
4
8
）へ
直
接
搬
入
し
て
く
だ
さ

い
。
直
接
搬
入
す
る
に
は
、
下
総
・
大

栄
支
所
農
産
土
木
課
で
発
行
す
る
ご
み

搬
入
券
が
必
要
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

　

現
況
届
の
提
出
は
農
業
者
年
金
を
受

給
す
る
た
め
に
必
要
な
毎
年
の
手
続
き

で
す
。

　

農
業
者
年
金
現
況
届
は
毎
年
、
5
月

末
日
ご
ろ
に
、
年
金
受
給
者
へ
直
接
農

業
者
年
金
基
金
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
6
月
末
日
ま
で
に
市
農
業
委
員
会

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
を
忘
れ
た
場
合
は
、
11
月
の
支

払
い
か
ら
、
年
金
が
差
し
止
め
ら
れ
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
受
給
者
本
人
が
農
業
を
再
開
し
て

い
な
い
こ
と
な
ど
を
確
認
し
、
必
要
事

項
を
書
い
て
署
名
の
上
、
市
農
業
委
員

会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所
＝
市
農
業
委
員
会
事
務
局

忘
れ
ず
に
提
出
を

農
業
者
年
金
現
況
届

限
り
あ
る
水
を

も
っ
と
大
切
に

今
日
か
ら
水
道
週
間

汚
水
管
に

雨
水
を
流
さ
な
い
で

公
共
下
水
道
の
使
用

適
正
処
理
を

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

分
別
し
て

指
定
ご
み
収
集
袋
で

ご
み
の
分
け
方

（5月1日～15日）

市 長 日 誌

生涯大学院入学式であいさつする小泉市長

1日 千葉県長沼水害予防組合常設委員会
5日 千葉県三曲協会奉納大演奏会
7日 成田市防犯巡回指導員委嘱状交付式
8日 成田市統計研究会総会
9日 成田市酪農組合総会
 千葉県長沼水害予防組合組合会
10日 2008NARITA少年の翼結団式
 明治大学・成田社会人大学開講式
 成田ユネスコ協会総会
11日 成田山平和大塔まつり奉納総踊り
 成田市PTA連絡協議会教育懇談会
 伊能歌舞伎保存会総会
12日  成田新高速鉄道建設促進期成同盟

総会
 北千葉道路建設促進期成同盟総会
 成田市男女共同参画計画推進懇話会
13日 農業センター臨時理事会
14日 成田市生涯大学院入学式
 ティ・ティ・エス株主総会
15日 成田市遺族会総会
  成田地区SOSネットワーク連絡協

議会総会
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7
月
19
日
に
任
期
満
了
と
な
る
市
農

業
委
員
会
委
員
の
選
挙
が
、
7
月
6
日

（
日
）に
行
わ
れ
、
22
人
の
委
員
が
改
選

さ
れ
ま
す
。
投
票
時
間
は
、
午
前
7
時

〜
午
後
8
時
で
す
。

立
候
補
の
届
け
出

期
日
＝
6
月
29
日（
日
）

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

会
場
＝
市
役
所
6
階
中
会
議
室

立
候
補
届
け
出
用
紙
の
配
布
＝
6
月
9

日（
月
）か
ら
、
市
選
挙
管
理
委
員

会（
市
役
所
4
階
）、
下
総
・
大
栄

支
所
総
務
課
で
配
布

投
票
で
き
る
人
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
し
、
平
成
20
年
3
月
31
日
に

確
定
し
た
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人

①
市
内
に
住
所
の
あ
る
人

②
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
、

そ
れ
を
業
務
と
す
る
人

③
②
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
配
偶
者

で
、
農
業
耕
作
従
事
日
数
が
年
間

お
お
む
ね
60
日
以
上
の
人

④
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
、

そ
れ
を
業
務
と
す
る
農
業
生
産
法

人
の
組
合
員
ま
た
は
社
員
で
、
農

業
耕
作
従
事
日
数
が
年
間
お
お
む

ね
60
日
以
上
の
人

⑤
選
挙
人
名
簿
確
定
の
期
日（
3
月
31

日
）現
在
で
20
歳
以
上
の
人

立
候
補
で
き
る
人
＝「
投
票
で
き
る
人
」

の
①
お
よ
び
②
〜
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
選
挙
期
日（
7
月
6
日
）

現
在
20
歳
以
上
の
人

※
く
わ
し
く
は
市
選
挙
管
理
員
会︵
☎

22
︲
1
1
1
1
内
線
3
1
5
2
︶へ
。

投
票
日
は

7
月
6
日

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

作業日 予定地区 予定時間

6月 9日（月）並木町（成瀬台・野沢台）地区 午後11時

～

翌午前5時6月10日（火）並木町（成瀬台・ウルシ台）地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますの
でご了承ください。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措
置をお願いします。

6月の水道水の排水作業
　

平
成
19
年
中
の
来
日
外
国
人
検
挙
人

員
に
占
め
る
不
法
滞
在
者
の
割
合
は

52
％
で
す
。

　

警
察
で
は
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
取

り
締
ま
り
の
強
化
と
不
法
滞
在
・
不
法

就
労
の
防
止
に
向
け
た
活
動
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
不
法
就
労
の
斡あ

っ

旋せ
ん

や
、
不

法
滞
在
者
か
ら
の
雇
用
の
申
し
入
れ
を

受
け
た
場
合
は
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎
27
︲

0
1
1
0
︶へ
。

不
法
滞
在
・
就
労
防
止
に

ご
協
力
を

強
化
月
間
中

選挙区・投票区と定数

選挙区
投票区 
（投票所）

区　　域 定数

第
1
選
挙
区

第1投票区 
（成田中学校）

成田、田町、東町、本町、仲町、幸町、上町、花崎町、馬橋、
新町、南平台、土屋、寺台、郷部、ウイング土屋、囲護台、
囲護台1丁目～3丁目、美郷台1丁目～3丁目、山口、米野

5人

第2投票区 
（公津公民館）

台方および大袋（第4投票区の区域を除く）、下方、飯仲の一
部、宗吾1丁目～4丁目

第3投票区 
（印東体育館）

八代、船形、北須賀

第4投票区 
（成田赤十字看護専

門学校）

不動ヶ岡、台方および大袋の一部、江弁須、飯田町、並木町、
飯仲（第2投票区の区域を除く）、公津の杜1丁目～6丁目、赤
坂1丁目～3丁目、吾妻1丁目～3丁目、加良部1丁目～6丁目、
橋賀台1丁目～3丁目、玉造1丁目～7丁目、中台1丁目～6丁
目

第5投票区 
（八生公民館）

松崎、大竹、上福田

第6投票区 
（根木名川土地 
改良区事務所）

下福田、宝田、押畑

第
2
選
挙
区

第7投票区 
（中郷公民館）

野毛平、東金山、関戸、和田、下金山、新妻、芦田、東和泉、
西和泉、赤荻、新泉

7人

第8投票区 
（久住第一小学校）

成毛、大生、幡谷、飯岡、荒海、磯部、水掛

第9投票区 
（久住第二小学校）

芝、大室、土室、小泉

第10投票区 
（豊住公民館）

北羽鳥、長沼、南羽鳥、佐野、竜台、安西、南部、北部

第11投票区 
（遠山小学校）

小菅、大山、馬場、久米、久米野、山之作、吉倉、東和田、
川栗、畑ヶ田および大清水（第12投票区の区域を除く）、駒
井野、取香、御所の内

第12投票区 
（三里塚小学校）

畑ヶ田および大清水の一部、三里塚、本三里塚、本城、南三
里塚、東三里塚、新駒井野、古込、木の根、天浪、三里塚光ヶ
丘、三里塚御料、西三里塚

第13投票区 
（東小学校）

堀之内、長田、十余三、天神峰、東峰

第
3
選
挙
区

第14投票区 
（滑河小学校）

猿山および大菅（第15投票区の区域を除く）、滑川、西大須賀、
四谷、名古屋の一部

3人

第15投票区 
（小御門小学校）

猿山および大菅の一部、名古屋（第14投票区の区域を除く）、
高倉、成井、地蔵原新田、青山および倉水の一部、七沢

第16投票区 
（高岡小学校）

高岡、大和田、高、小野、小浮、野馬込、平川

第17投票区 
（名木小学校）

青山および倉水（第15投票区の区域を除く）、名木、冬父、
中里

第
4
選
挙
区

第18投票区 
（桜田小学校）

堀籠、村田、所、桜田、南敷、馬乗里、横山の一部、浅間、
東ノ台、大沼

7人

第19投票区 
（大須賀小学校）

伊能、奈土、柴田、横山（第18投票区の区域を除く）

第20投票区 
（津富浦小学校）

久井崎、稲荷山、中野、津富浦、松子、臼作、吉岡の一部

第21投票区 
（前林小学校）

一坪田、前林、官林

第22投票区 
（川上小学校）

吉岡（第20投票区の区域を除く）、新田、水の上、川上、多良貝、
大栄十余三、一鍬田
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